
「
魔
道
」
の
成
立

│
│
『
扶
桑
略
記
』「
大
鬼
道
」
考
│
│

久
留
島

元

は

じ

め

に

院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、『
続
本
朝
往
生
伝
』
や
『
今
昔
物
語
集
』、『
沙
石
集
』
な
ど
の
仏
教
説
話
集
は
多
く
の
「
天
狗
説
話
」

を
語
っ
た
�
。
仏
教
説
話
に
お
い
て
「
天
狗
」
は
〈
魔
〉
と
同
一
視
さ
れ
、「
天
魔
」「
魔
縁
」「
魔
王
」
な
ど
仏
法
を
障
碍
す
る
魔
物
と

し
て
認
識
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
世
に
は
「
天
狗
」
や
〈
魔
〉
は
日
常
的
な
用
語
で
も
あ
り
、
日
記
資
料
の
な
か
に
も
多
く
用
い
ら
れ

た
�
。
本
稿
で
は
、
日
本
に
お
け
る
〈
魔
〉
に
つ
い
て
、
そ
の
受
容
と
理
解
を
考
え
た
い
。

一
、
問
題
の
所
在

伊
藤
聡
氏
は
、『
神
道
と
は
何
か

神
と
仏
の
日
本
史
』
の
な
か
で
、
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
〈
魔
〉
に
対
す
る
関
心
を
次
の

よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
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〈
魔
〉
と
は
、
釈
迦
が
菩
提
樹
下
で
禅
定
に
入
っ
た
と
き
、
そ
の
成
道
を
妨
げ
よ
う
と
し
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
後
も
仏
道
修
行

者
を
障
碍
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
そ
れ
か
ら
転
じ
て
、
煩
悩
の
意
味
と
も
理
解
さ
れ
た
。〈
魔
〉
の
観
念
は
、
仏
法

と
共
に
日
本
に
も
受
容
さ
れ
た
が
、
特
に
中
世
に
な
る
と
、
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
で
展
開
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
欲
界
の
支
配
者
第
六
天

魔
王
と
し
て
、
国
土
創
世
神
観
念
と
結
び
つ
き
、
い
わ
ゆ
る
第
六
天
魔
王
説
話
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
が
〈
天
狗
〉
と

の
習
合
で
あ
る
。〈
天
狗
〉
と
は
古
代
中
国
で
は
、
天
に
あ
っ
て
は
星
、
地
上
に
あ
っ
て
は
一
個
の
獣
に
変
ず
る
妖
怪
だ
が
、
日
本

に
入
る
と
仏
法
の
魔
の
観
念
と
結
び
つ
く
。
し
か
も
、
こ
の
天
狗＝

魔
は
高
僧
や
帝
王
・
貴
顕
な
ど
が
死
後
転
生
し
た
姿
と
考
え
ら

れ
、
そ
れ
ら
の
住
む
魔
道
な
る
世
界
ま
で
も
創
造
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
驕
慢
の
罪
に
よ
り
成
仏
・
往
生
も
叶
わ
ず
、
さ
り
と
し
て

そ
の
積
み
上
げ
た
福
徳
ゆ
え
に
地
獄
道
に
も
堕
ち
な
い
存
在
で
、
仏
法
を
妨
げ
ん
と
図
る
悪
霊
の
一
種
で
あ
る
。�

伊
藤
氏
は
ま
た
、
別
書
で
も
中
世
に
お
け
る
〈
魔
〉
へ
の
関
心
に
着
目
し
、「
自
分
た
ち
と
同
じ
く
行
者
・
学
生
だ
っ
た
同
朋
と
し
て

の
〈
魔
〉」
と
い
う
性
格
に
つ
い
て
、〈
魔
〉
や
神
仏
で
す
ら
も
対
話
、
交
渉
可
能
な
対
象
に
引
き
ず
り
下
ろ
す
「
近
世
的
な
世
俗
主
義
へ

の
助
走
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
�
。

佐
伯
真
一
氏
も
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
日
記
、
記
録
類
に
お
け
る
「
天
狗
」「
天
魔
」
の
用
例
か
ら
、
興
味
深
い
論
考

を
発
表
し
て
い
る
�
。

仏
教
の
正
し
い
道
へ
向
か
お
う
と
す
る
人
の
心
を
か
き
乱
し
、
狂
っ
た
行
動
を
と
ら
せ
る
│
そ
れ
は
、
正
当
な
仏
典
の
世
界
で
は

「
魔
」「
天
魔
」
の
所
行
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
で
は
、
平
安
後
期
頃
に
は
天
狗
が
そ
う
し
た
領
域
に
進
出
し
、「
魔
」
の
一

種
と
し
て
活
動
し
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。�
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さ
ら
に
仏
道
障
碍
だ
け
で
な
く
「
世
を
乱
す
」
行
動
一
般
も
「
天
魔
の
所
為
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
天
狗
と
の
境
界
は
一
層
不

分
明
に
な
っ
て
い
っ
た
」
こ
と
が
、
軍
記
物
語
に
お
い
て
人
心
を
惑
わ
し
戦
乱
を
起
こ
さ
せ
る
「
天
狗
」「
天
魔
」
の
描
写
に
つ
な
が
っ

た
と
い
う
。

伊
藤
氏
、
佐
伯
氏
の
示
す
展
望
は
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
〈
魔
〉
に
対
す
る
認
識
は
「
天
狗
」
と
の
習
合

と
い
う
側
面
だ
け
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

此
由
ヲ
新
院
被
二

聞
食
一

テ
、「
口
惜
事
ゴ
ザ
ン
ナ
レ
。
…
…
我
願
ハ
五
部
大
乗
経
ノ
大
善
根
ヲ
三
悪
道
ニ
抛
テ
、
日
本
国
ノ
大
悪

魔
ト
成
ラ
ム
」
ト
誓
ハ
セ
給
テ
、
御
舌
ノ
崎
ヲ
食
切
セ
座
テ
、
其
血
ヲ
以
テ
、
御
経
ノ
奥
ニ
御
誓
状
ヲ
ゾ
ア
ソ
バ
シ
タ
ル
。

（
半
井
本
『
保
元
物
語
』
下
巻
）�

同
廿
一
日
の
午
の
刻
に
、
難
波
三
郎
に
仰
て
六
条
河
原
に
て
切
れ
け
る
時
、
悪
源
太
、
申
し
け
る
は
「
…
…
運
の
き
は
め
な
れ

ば
、
今
生
に
て
こ
そ
合
戦
に
う
ち
ま
け
て
情
な
き
目
に
も
あ
ひ
け
れ
。
恥
辱
を
ば
か
く
と
も
、
死
て
は
大
魔
縁
と
な
る
か
、
し
か
ら

ず
は
雷
と
成
ッ
て
、
清
盛
を
は
じ
め
汝
に
至
ま
で
、
一
々
に
蹴
殺
さ
ん
ず
る
ぞ
」
…
…

（『
平
治
物
語
』
中
巻
）�

『
保
元
物
語
』
や
『
平
治
物
語
』
に
お
い
て
、
崇
徳
院
や
悪
源
太
義
平
は
、
自
ら
〈
魔
〉
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
死
を
選
び
、
現
世
に

祟
り
を
な
す
。
注
目
す
べ
き
は
人
の
死
後
の
世
界
と
し
て
「
魔
道
」
が
認
識
さ
れ
、
死
後
〈
魔
〉
と
な
っ
て
も
現
世
に
干
渉
可
能
で
あ

る
、
と
す
る
通
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
怨
霊
〉
的
性
格
は
、
本
来
仏
道
に
外
れ
、
仏
法
を
障
碍
す
る
べ
き
〈
魔
〉
と
は
異
な
っ
た
も

の
で
あ
り
、「
天
狗
」
と
の
習
合
だ
け
で
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

以
下
で
は
、
院
政
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
扶
桑
略
記
』
に
み
え
る
「
大
鬼
道
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
魔
」「
魔
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道
」
へ
の
考
察
と
し
て
は
迂
遠
に
過
ぎ
る
と
も
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
院
政
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
歴
史
書
『
扶
桑
略
記
』
の
記
述

か
ら
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
魔
道
や
冥
界
に
対
す
る
認
識
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
、
以
下
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、『
扶
桑
略
記
』
の
「
大
鬼
道
」

『
扶
桑
略
記
』（『
略
記
』
と
略
称
）
皇
極
天
皇
四
年
（
六
四
五
）
条
に
よ
れ
ば
、
中
大
兄
皇
子
ら
に
攻
め
ら
れ
た
蘇
我
蝦
夷
は
自
死
し
、

「
大
鬼
道
」
に
堕
し
た
と
い
う
。

蝦
夷
臨
レ

誅
殺
自
殺
。【
年
□
十
六
】
堕
二

大
鬼
道
一

。�

し
か
し
死
ん
だ
は
ず
の
蝦
夷
は
、
重
祚
し
た
斉
明
天
皇
の
御
代
に
お
い
て
、
た
び
た
び
怪
異
現
象
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

�
元
年
五
月
。
空
中
有
二

乗
レ

龍
者
一

。
貌
似
二

唐
人
一

。
着
二

青
油
笠
一

。
自
二

葛
城
嶺
一

。
馳
而
隠
二

膽
駒
山
一

。
及
レ

至
二

午
時
一

。
従
二

住
吉

松
之
上
一

。
西
向
馳
去
。
時
人
言
。
蘇
我
豊
浦
大
臣
之
霊
也
。

�
七
年
辛
酉
夏
。
群
臣
卒
尓
多
死
。
時
人
云
。
豊
浦
大
臣
霊
魂
之
所
レ

為
也
。

�
は
、
斉
明
天
皇
即
位
の
年
、
空
に
龍
に
乗
っ
た
も
の
が
現
れ
た
。
そ
の
顔
は
「
唐
人
」
に
似
て
「
青
油
笠
」
を
着
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
怪
人
は
「
葛
城
嶺
」
か
ら
「
膽
駒
山
」
へ
馳
せ
来
て
、
午
時
に
及
ん
で
「
住
吉
松
の
上
」
か
ら
西
へ
向
か
っ
て
飛
び
去
っ
た
。「
時
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の
人
」
は
「
蘇
我
豊
浦
大
臣
」
す
な
わ
ち
蝦
夷
の
霊
だ
と
語
っ
た
、
と
い
う
。
�
は
、
斉
明
天
皇
七
年
の
夏
、
群
臣
が
多
く
死
に
、
や
は

り
「
時
の
人
」
は
「
豊
浦
大
臣
」
の
霊
魂
の
仕
業
だ
と
噂
し
た
の
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
『
扶
桑
略
記
』
は
、
斉
明
天
皇
の
晩
年
に
も
怪
異
が
頻
発
し
た
と
語
る
。

�
五
月
。
天
皇
遷
│
二

居
筑
紫
朝
倉
橘
廣
庭
宮
一

。
此
時
。
切
│
二

除
朝
倉
社
木
一

作
レ

宮
。
由
レ

之
神
忿
壊
レ

殿
。
亦
見
二

鬼
火
一

。
于
レ

時
大

舎
人
并
諸
近
侍
病
死
者
衆
。

�
七
月
廿
四
日
。
天
皇
崩
。
山
陵
朝
倉
山
。【
八
月
。
葬
喪
之
夕
。
朝
倉
山
上
有
レ

鬼
。
着
二

大
笠
一

臨
│
二

視
喪
儀
一

。
人
皆
見
レ

之
。
陵

高
三
丈
。
方
五
町
】

�
で
は
、
天
皇
が
筑
紫
に
宮
を
造
る
た
め
朝
倉
社
の
木
を
切
り
、
神
が
怒
っ
て
宮
殿
を
破
壊
し
た
。
ま
た
鬼
火
が
出
現
し
、
大
舎
人
や

近
侍
た
ち
が
多
く
病
死
し
た
と
い
う
。
�
で
は
、
天
皇
の
葬
送
を
朝
倉
山
の
山
上
か
ら
「
大
笠
」
を
着
た
鬼
が
見
て
い
た
、
と
い
う
。

『
略
記
』
�
、
�
記
事
は
直
接
「
蝦
夷
」「
豊
浦
大
臣
」
と
は
書
か
れ
な
い
が
、「
鬼
火
」「
鬼
」
の
文
字
に
、「
大
鬼
道
」
に
堕
ち
た
蝦

夷
の
影
を
み
る
こ
と
は
、
牽
強
付
会
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
そ
う
し
た
解
釈
が
あ
り
得
た
こ
と
は
『
簾
中
抄
』
上
巻
に
明
ら
か
で

あ
る
。

入
鹿
か
父
豊
浦
大
臣
身
つ
か
ら
火
に
お
ち
入
て
し
ぬ
大
鬼
と
な
れ
り

（『
簾
中
抄
』
皇
極
天
皇
）�

（
霊
）

（
竜
）

（
飛
）

此
御
時
の
す
ゑ
に
人
お
ほ
く
し
に
け
り
豊
浦
大
臣
の
れ
い
の
す
る
と
そ
い
ひ
け
る
其
れ
い
は
り
う
に
の
り
て
空
を
と
ひ
あ
り
き
け
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（

帝

）

（

大

笠

）

り

み
か
と
の
う
せ
給
ひ
て
御
わ
さ
の
夜
も
お
ほ
か
さ
を
き
て
見
あ
り
き
け
る
と
そ

（『
簾
中
抄
』
斉
明
天
皇
）

『
簾
中
抄
』
は
藤
原
資
隆
の
編
纂
と
さ
れ
、
平
安
末
期
に
は
成
立
し
、
鎌
倉
初
期
に
補
筆
さ
れ
た
と
い
う
類
書
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
簾

中
抄
』
に
拠
る
『
愚
管
抄
』
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

豊
浦
大
臣
ノ
子
蘇
我
入
鹿
世
ノ
政
ヲ
執
レ
リ
。
其
振
舞
宜
カ
ラ
ズ
。
…
…
父
豊
浦
ノ
大
臣
家
ニ
火
ヲ
サ
シ
テ
焼
死
ヌ
。
マ
タ
日
本

国
ノ
文
書
此
家
ニ
テ
皆
焼
ヌ
ト
云
ヘ
リ
。
此
大
臣
大
鬼
ト
ナ
レ
リ
。

（『
愚
管
抄
』
巻
一

皇
極
天
皇
）�

は
ぶ
り

此
御
時
ノ
末
ニ
人
ヲ
多
死
ケ
リ
。
豊
浦
ノ
大
臣
ノ
霊
ノ
ス
ル
ト
云
ヘ
リ
。
其
霊
龍
ニ
乗
リ
空
ヲ
飛
ビ
テ
人
ニ
見
ケ
リ
。
此
天
皇
葬

ノ
夜
ハ
大
笠
ヲ
キ
テ
、
世
間
ヲ
見
ア
リ
キ
ケ
リ
。

（『
愚
管
抄
』
巻
一

斉
明
天
皇
）

こ
の
「
豊
浦
大
臣
ノ
霊
」
は
、『
愚
管
抄
』
が
注
目
し
た
「
冥
界
か
ら
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
世
の
中
や
歴
史
を
動
か
す
も
の
」
と
し
て
の

（

怒

）

〈
怨
霊
〉
で
あ
ろ
う
�
。
他
方
、『
扶
桑
略
記
』
に
依
拠
す
る
『
水
鏡
』
は
、
蝦
夷
の
死
を
「
大
臣
お
ほ
き
に
い
か
り
て
、
み
づ
か
ら
い
の

ち
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
、
大
鬼
道
に
お
ち
て
、」�
と
記
述
す
る
が
、
斉
明
朝
の
怪
異
に
つ
い
て
は
記
述
せ
ず
、〈
怨
霊
〉
と
し
て
は
描
い
て
い

な
い
。

で
は
、
な
ぜ
『
扶
桑
略
記
』
に
お
い
て
「
大
鬼
道
」
に
堕
ち
た
蝦
夷
は
、
た
び
た
び
怪
異
の
原
因
者
と
し
て
記
述
さ
れ
た
の
か
。「
大

鬼
道
」
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
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三
、〈
怨
霊
〉
の
叙
述

『
日
本
書
紀
』
巻
二
四
、
皇
極
天
皇
四
年
六
月
己
酉
十
三
日
条
に
は
、

蘇
我
臣
蝦
夷
等
臨
レ

誅
、
悉
焼
二

天
皇
記
・
国
記
・
珍
宝
一

。
…
�

と
あ
り
、「
大
鬼
道
」
云
々
の
記
述
は
な
い
。
し
か
し
『
略
記
』
�
、
�
、
�
と
ほ
ぼ
同
じ
記
事
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
記
述
さ
れ
て
い

る
。ま

ず
『
日
本
書
紀
』
巻
二
六
、
斉
明
天
皇
元
年
（
六
五
五
）
五
月
庚
午
朔
条
を
み
て
み
よ
う
。

夏
五
月
庚
午
朔
。
空
中
有
乗
龍
者
。
貌
似
唐
人
。
著
青
油
笠
。
而
自
葛
城
嶺
馳
隠
膽
駒
山
。
及
至
午
時
。
従
於
住
吉
松
嶺
之
上
。

西
向
馳
去
。

�
記
事
と
同
内
容
で
あ
り
、
柳
町
時
敏
氏
は
「
葛
城
嶺
」
な
ど
蘇
我
氏
に
ゆ
か
り
の
深
い
地
名
が
書
か
れ
る
こ
と
か
ら
『
日
本
書
紀
』

の
龍
に
乗
る
異
人
に
も
す
で
に
蝦
夷
怨
霊
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
�
。

し
か
し
大
和
岩
雄
氏
は
、
龍
に
乗
る
術
を
お
こ
な
う
仙
人
を
「
駕
竜
仙
人
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、「
飛
竜
に
乗
る
唐
人
を
「
駕
竜
仙

（
マ
マ
）

人
」
と
み
て
、
こ
の
仙
人
が
斉
明
天
皇
の
即
位
を
賀
し
た
と
い
う
意
」
と
解
釈
す
る
�
。
ま
た
山
田
純
氏
は
「『
日
本
書
紀
』
が
凶
兆
が
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瑞
祥
か
、
ど
ち
ら
と
も
は
っ
き
り
し
な
い
立
場
に
自
ら
を
置
い
て
い
る
」
と
述
べ
る
�
。『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
よ
る
か
ぎ
り
、
龍
に

乗
る
異
人
の
正
体
は
不
明
で
あ
る
。
蝦
夷
が
「
大
鬼
道
」
に
堕
し
た
と
い
う
伝
承
や
「
豊
浦
大
臣
之
霊
也
」
と
い
う
「
時
人
」
の
言
は

『
扶
桑
略
記
』
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
『
書
紀
』
巻
二
六
斉
明
天
皇
七
年
条
で
は
、

・
五
月
乙
未
朔
癸
卯
。
天
皇
遷
二

居
于
朝
倉
橘
広
庭
宮
一

。
是
時
�
二

除
朝
倉
社
木
一

、
而
作
二

此
宮
一

之
故
、
神
忿
壊
レ

殿
。
亦
見
二

宮
中
鬼

火
一

。
由
レ

是
大
舎
人
及
諸
近
侍
病
死
者
衆
。

・
秋
七
月
甲
午
朔
丁
巳
、
天
皇
崩
二

于
朝
倉
宮
一

。

・
八
月
甲
子
朔
、
皇
太
子
奉
二

徒
天
皇
喪
一

、
還
至
二

磐
瀬
宮
一

。
是
夕
於
二

朝
倉
山
上
一

有
レ

鬼
、
著
二

大
笠
一

。
臨
二

視
喪
儀
一

。
衆
皆
嗟
怪
。

の
よ
う
に
�
、
�
の
記
事
と
ほ
ぼ
同
内
容
が
認
め
ら
れ
る
。
斉
明
天
皇
に
よ
る
「
朝
倉
社
の
木
」
伐
採
に
よ
っ
て
神
が
忿
り
「
殿
」
が
破

壊
さ
れ
た
と
伝
え
て
お
り
、
直
後
に
宮
中
に
出
現
し
た
「
鬼
火
」
は
「
朝
倉
社
」
の
神
に
関
わ
る
存
在
と
見
な
せ
る
�
。
同
様
に
「
鬼
」

も
「
朝
倉
山
上
」
に
出
現
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
朝
倉
社
」
の
神
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
。『
略
記
』
で
は
山
陵
を
朝
倉
山
に
設
け
た

と
す
る
が
、
正
史
に
は
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
れ
ば
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
蘇
我
氏
の
〈
怨
霊
〉
は
姿
を
見
せ
ず
、
意
識
も
さ
れ
て
い
な
い
。
龍
に
乗
る
異
人
や

朝
倉
山
の
鬼
は
、
蘇
我
氏
怨
霊
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
日
本
に
お
い
て
敗
者
の
霊
を
ま
つ
る
意
識
が
い
つ
頃
か
ら
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
発
生
は
推
測
の
外
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
国
史
に
お
い
て
〈
怨
霊
〉
の
活
動
が
明
記
さ
れ
た
の
は
、
八
世
紀
半
ば
、
早
良
親
王
霊
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
大
江
篤
氏
は
、
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『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
九
月
庚
辰
（
二
十
九
日
）
条
に
は
「
安
芸
周
防
国
人
等
妄
説
二

禍
福
一

。
多
集
二

人
衆
一

。
妖
二

祠
死
魂
一

。」
と
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
「
死
魂
」
を
ま
つ
る
人
々
が
あ
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
…
…
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
（
七
七

九
）
六
月
辛
酉
（
二
十
三
日
）
条
に
は
、「
周
防
国
周
防
郡
人
外
従
五
位
上
周
防
凡
直
葦
原
之
賎
男
公
自
称
二

他
戸
皇
子
一

。
誑
二

惑
百

姓
一

。
配
二

伊
豆
国
一

。」
と
あ
り
、
廃
太
子
後
、
幽
閉
さ
れ
な
く
な
っ
た
他
戸
親
王
を
騙
る
不
届
き
な
輩
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
八
世
紀
半
ば
頃
の
社
会
で
は
、
地
方
も
含
め
、
政
争
の
敗
者
と
し
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
人
物
に

関
す
る
言
説
が
、
人
々
の
う
ち
に
広
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
朝
廷
は
こ
う
し
た
流
言
飛
語
に

関
し
て
は
一
貫
し
て
「
妖
言
」
の
扱
い
を
崩
さ
ず
、
弾
圧
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
�
。

と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
大
江
氏
は
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
六
月
に
は
早
良
親
王
の
「
霊
」
の
「
祟
」
を
認
め
、「
そ
の
霊
に
謝
す
」

こ
と
で
神
と
遇
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

皇
太
子
久
病
、
卜
レ

之
崇
道
天
皇
為
レ

祟
、
遣
二

諸
陵
頭
調
使
王
等
一

淡
路
国
、
奉
レ

謝
二

其
霊
一

、（『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
一
年
六
月
）�

こ
こ
に
い
う
「
卜
」
は
神
祇
官
に
よ
る
軒
廊
御
卜
で
あ
る
。
早
良
親
王
（
崇
道
天
皇
）
の
霊
は
、
は
じ
め
神
祇
官
に
よ
っ
て
「
神
」
と

認
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
興
福
寺
の
善
珠
に
よ
る
慰
霊
が
行
わ
れ
た
（『
扶
桑
略
記
』
延
暦
十
六
年
正
月
十
六
日
条
所
引
「
国
史
」
善
珠
卒

伝
）。『
日
本
紀
略
』
や
『
扶
桑
略
記
』
所
引
「
善
珠
伝
」
の
記
述
は
、
敗
者
の
霊
を
〈
怨
霊
〉
と
認
定
し
、
そ
の
対
処
方
法
が
確
立
さ
れ

て
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
。
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ま
た
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
六
月
条
に
見
え
る
玄
�
卒
伝
に
は
、

己
亥
。
僧
玄
�
死
。
…
世
相
伝
云
。
為
二

藤
原
広
嗣
霊
一

所
レ

害
。�

と
、
玄
�
の
死
を
広
嗣
霊
の
仕
業
と
す
る
記
述
が
あ
る
。
中
西
康
裕
氏
に
よ
れ
ば
、「『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
藤
原
広
嗣
の
乱
の
記
事
や

そ
れ
に
関
連
す
る
記
事
は
、「
広
嗣
を
正
当
化
す
る
意
図
を
持
っ
て
原
資
料
を
採
用
し
て
記
述
し
て
い
る
」
と
い
う
�
。「
世
相
」
の
伝
承

に
仮
託
し
怨
霊
の
存
在
を
語
る
叙
述
は
『
扶
桑
略
記
』
斉
明
元
年
記
事
と
も
類
似
し
て
い
る
。

『
扶
桑
略
記
』
で
も
、
玄
�
が
広
嗣
（
廣
継
）
の
霊
に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ
た
と
す
る
。

玄
�
法
師
為
二

太
宰
少
弐
藤
原
廣
継
之
亡
霊
一

、
被
レ

奪
二

其
命
一

。

（『
扶
桑
略
記
』
天
平
十
八
年
六
月
五
日
）

こ
れ
ら
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
あ
る
事
件
を
〈
怨
霊
〉
の
仕
業
と
し
て
記
録
す
る
行
為
は
、
そ
の
事
件
を
ど
の
よ
う
に
語
る
か
、

と
い
う
叙
述
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
〈
怨
霊
〉
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
の
は
、
歴
史
を
仏
神
で
は
な
く
死
者
の
霊
の
影
響

下
に
語
る
、
と
い
う
歴
史
叙
述
の
方
法
で
あ
っ
た
。『
愚
管
抄
』
に
顕
著
な
「
怨
霊
史
観
」
に
通
じ
る
叙
述
法
が
徐
々
に
確
立
し
て
い
た

の
で
あ
り
、『
略
記
』
に
お
け
る
蘇
我
氏
の
〈
怨
霊
〉
出
現
は
、『
書
紀
』
と
の
明
確
な
違
い
と
い
え
よ
う
。
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四
、「
鬼
道
」

で
は
『
扶
桑
略
記
』
に
お
い
て
「
鬼
道
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
。

比
嘉
隆
界
ほ
か
「
訓
注

扶
桑
略
記
（
７
）」『
文
芸
研
究
』
七
五
で
は
、「
大
鬼
道
」
に
「
餓
鬼
道
の
こ
と
」
と
注
す
る
�
。
ま
た
金

子
大
麓
、
松
本
治
久
ほ
か
校
注
『
水
鏡
全
評
釈
』
に
お
い
て
も
「
鬼
道
は
仏
教
語
。
餓
鬼
・
夜
叉
・
羅
刹
な
ど
の
鬼
類
の
世
界
。
地
獄
の

次
に
、
苦
痛
が
多
く
、
飢
餓
に
苦
し
む
餓
鬼
道
を
い
う
。「
大
」
は
あ
ま
ね
く
広
い
道
。
こ
こ
は
無
限
大
と
い
う
程
の
意
味
。」�
と
し
、

「
大
鬼
道
」
を
餓
鬼
道
の
別
称
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
ご
く
一
般
的
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
漢
訳
仏
典
に
お
い
て
は
「
鬼
道
」
は
お
お
む
ね
餓
鬼
道
を
さ
す
と
理
解
さ
れ
、
地
獄
や
畜

生
道
と
並
べ
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

舍
利
弗
。
若
善
男
子
善
女
人
。
聞
此
諸
仏
名
受
持
讀
誦
不
生
疑
者
。
是
人
八
千
億
劫
不
入
地
獄
。
不
入
畜
生
。
不
入
鬼
道
。
不
生

辺
地
。
不
生
貧
窮
家
。
不
生
下
賤
家
。
常
生
天
人
豪
貴
之
処
。
常
得
歓
喜
適
楽
無
礙
。
常
得
一
切
世
間
尊
重
供
養
。
乃
至
得
大
涅

槃
。

（『
仏
説
仏
名
経
』
卷
第
十
二
）�

或
作
女
身
。
與
人
交
會
。
如
是
種
種
莊
嚴
誑
人
。
行
於
人
間
。
在
鬼
道
中
。
乃
至
惡
業
。
不
盡
不
壞
不
朽
。
故
不
得
脱
。
業
盡
得

脱
。
從
此
命
終
。
隨
業
流
轉
。
受
生
死
苦
。
人
身
難
得
。

（『
正
法
念
処
経
』
卷
第
十
七
「
餓
鬼
品
之
二
」）�
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若
依
正
法
念
經
説
。
若
起
貪
嫉
邪
佞
諂
曲
欺
誑
於
他
。
或
復
慳
貪
積
財
不
施
。
皆
生
鬼
道
。
從
鬼
命
終
。
多
生
畜
生
道
中
。

（『
法
苑
珠
林
』
業
因
部
第
五
�
）

『
略
記
』
と
同
時
期
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
『
今
昔
』
巻
九
・
第
三
六
話
「
震
旦
�
仁
�
願
知
冥
道
事
語
」
に
は
「
六
道
ノ
内
、
亦
、

如
此
キ
也
。
天
道
ヲ
得
ル
者
ハ
、
万
ガ
一
人
モ
无
シ
、
…
…
但
シ
、
鬼
及
ビ
畜
生
、
尤
モ
多
カ
リ
、
君
ガ
懸
ノ
内
ノ
役
ヲ
課
ス
家
ノ
如
キ

也
。
此
ノ
鬼
道
ノ
中
ニ
モ
、
亦
、
差
別
有
テ
、」�
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
今
昔
』
も
「
鬼
道
」
を
畜
生
道
に
並
ぶ
六
道
の
一

つ
と
と
ら
え
て
い
た
と
い
え
る
。
出
典
と
さ
れ
る
『
冥
報
記
』
で
は
当
該
部
分
は
「
景
曰
六
道
之
内
亦
如
此
一

耳
。
其
得
天
道
一

者
万
无
一

人
一

。
…
…
入
獄
一

者
亦
数
十
、
如
君
獄
囚
。
唯
鬼
及
畜
生
最
為
多
一

也
」�
と
あ
り
、「
鬼
道
」
と
い
う
表
現
は
見
え
な
い
が
、
六
道
の
一

つ
に
「
鬼
」
を
数
え
る
。

ほ
か
に
も
『
古
事
談
』（
源
顕
兼
、
一
二
一
二
年
頃
成
立
）
第
三
僧
行
・
七
八
話
は
、
能
説
の
名
手
で
あ
っ
た
「
安
芸
僧
都
観
智
」
が

死
後
に
「
鬼
道
」
に
生
ま
れ
「
忍
び
難
き
の
苦
」
を
う
け
て
い
る
と
夢
中
に
訴
え
る
�
。『
古
今
著
聞
集
』（
橘
成
季
、
一
二
五
四
年
成

立
）
哀
傷
第
廿
一
・
四
五
九
話
に
も
、
藤
原
成
佐
が
漢
才
に
長
じ
な
が
ら
後
生
を
願
わ
な
か
っ
た
た
め
死
後
「
鬼
道
」
に
い
る
と
さ
れ

る
�
。成

佐
の
姿
は
語
ら
れ
な
い
が
、
観
智
は
「
大
略
裸
の
形
体
」
と
さ
れ
、
人
が
死
後
転
生
す
る
六
道
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
「
鬼
道
」＝

餓

鬼
道
が
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
従
っ
て
「
鬼
道
」
を
餓
鬼
道
と
解
す
れ
ば
、『
略
記
』
の
記
述
も
、
蝦
夷
が
驕
慢
の
た
め
悪
趣
に

堕
ち
た
と
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
や
や
疑
問
が
残
る
。
仏
教
説
話
で
は
餓
鬼
、
畜
生
な
ど
悪
趣
に
つ
い
て
の
話
題
は
豊
富
だ
が
、
そ
の
場
合
、
死
者
は
あ
く
ま

で
悪
趣
か
ら
の
救
済
を
願
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。『
扶
桑
略
記
』「
豊
浦
大
臣
之
霊
」
は
救
済
を
願
う
ど
こ
ろ
か
、
斉
明
朝
へ
不
吉
な
影

「魔道」の成立 ― ３７２ ―



を
お
と
す
〈
怨
霊
〉
と
し
て
機
能
し
、
餓
鬼
道
へ
転
生
し
苦
し
ん
で
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

な
お
、
漢
籍
に
は
別
の
用
例
も
あ
る
。『
史
記
』
巻
十
二
「
封
禅
書
」
に
、「
曰：

「
天
神
貴
者
太
一
、
太
一
佐
曰
五
帝
。
古
者
天
子
以

春
秋
祭
太
一
東
南
郊
、
用
太
牢
、
七
日
、
為
壇
開
八
通
之
鬼
道
。
於
是
天
子
令
太
祝
立
其
祠
長
安
東
南
郊
、
常
奉
祠
如
忌
方
」�
と
あ
る
。

こ
れ
は
人
の
通
る
「
人
道
」
に
対
し
、
祭
壇
に
お
け
る
鬼
神
の
通
る
道
を
「
鬼
道
」
と
し
て
、
祭
祀
に
お
い
て
「
鬼
道
」
を
開
く
こ
と
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
『
後
漢
書
』
巻
百
五
「
劉
焉
傳
」
で
は
「
沛
人
張
魯
母
、
有
姿
色
。
兼
挟
鬼
道
、
往
来
焉
家
」�
と
あ
り
、
張
魯
の
母
は
容
色
が

変
わ
ら
ず
、
鬼
道
を
よ
く
し
て
劉
焉
の
家
を
往
来
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
鬼
道
」
は
方
術
、
魔
術
の
類
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
『
三
国
志
』「
魏
志
・
倭
人
伝
」
に
卑
弥
呼
が
「
名
曰
卑
弥
呼
。
事
鬼
道
、
能
惑
衆
。」�
と
評
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
日
本
の
用
例
を
精
査
す
る
と
、
漢
籍
に
お
け
る
用
例
に
帰
納
し
が
た
い
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
菅
家
文
草
』
十

二
「
呪
願
文
」
の
用
例
で
あ
る
。

仮
使
時
政

違
レ

令
起
ス
ト
モ
レ

罪

講
二

般
若
一

故

速
得
ム
二

調
和
ヲ
一

仮
使
鬼
道

吐
レ

怒
悩
レ

人

講
二

般
若
一

故

変
レ

怒
為
セ
レ

喜

仮
使
亡
霊

含
レ

怨
成
ス
ト
モ
レ

祟

講
二

般
若
一

故

転
レ

怨
為
セ
レ

楽

（『
菅
家
文
草
』「
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
」）�

こ
れ
は
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
六
月
二
十
六
日
、
数
年
来
流
行
し
た
疫
病
を
鎮
め
る
た
め
臨
時
仁
王
会
を
催
し
た
際
の
願
文
と
さ
れ

る
。
傍
線
部
は
「
た
と
え
鬼
道
の
怒
り
を
吐
き
人
を
悩
ま
す
と
も
、
般
若
を
講
ず
る
故
に
怒
り
を
変
じ
喜
び
と
な
せ
」
と
訓
じ
ら
れ
る
。

こ
の
「
鬼
道
」
は
般
若
経
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
が
、
一
方
「
亡
霊
」
と
も
対
置
さ
れ
「
怒
り
を
吐
」
く
主
体
と
も
読
め
る
。
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さ
ら
に
、『
真
言
伝
』
所
引
「
清
行
卿
記
」
に
も
注
目
す
べ
き
表
現
が
あ
る
。
当
該
話
は
染
殿
后
に
ま
つ
わ
る
説
話
で
あ
る
。
染
殿
后

の
病
を
癒
や
し
た
金
峯
山
の
聖
人
が
、
几
帳
の
影
か
ら
垣
間
見
た
后
に
愛
執
を
い
だ
き
、
そ
の
願
い
が
果
た
さ
れ
な
い
こ
と
を
恨
ん
で
、

「
ネ
カ
ハ
ク
ハ
我
ハ
ヤ
ク
死
テ
必
ス
鬼
道
ニ
入
テ
、
后
在
世
ノ
間
配
匹
ス
ヘ
シ
」�

と
誓
う
。
聖
人
は
断
食
し
て
餓
死
し
、「
ハ
タ
カ
ニ
シ
テ
頭
カ
フ
ロ
ナ
リ
。
タ
ケ
八
尺
計
リ
。
身
ノ
色
ツ
シ
ミ
黒
ヲ
シ
テ
ウ
ル
シ
ノ
如
」

き
「
鬼
」
の
姿
と
な
っ
て
后
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
。
こ
の
「
鬼
道
」
は
餓
鬼
道
の
こ
と
と
も
と
れ
る
が
、
一
方
で
「
鬼
」
に
な
る
こ
と

を
さ
す
と
理
解
さ
れ
る
。

『
真
言
伝
』
は
正
中
三
年
（
一
三
二
五
）、
真
言
僧
栄
海
に
よ
る
編
纂
と
さ
れ
る
が
、「
清
行
卿
記
」
は
三
善
清
行
（
八
四
七
〜
九
一
八
）

の
著
し
た
佚
書
『
善
家
秘
記
』
と
同
一
と
思
わ
れ
る
。
原
文
を
忠
実
に
残
し
て
い
る
か
ど
う
か
検
討
を
要
す
る
が
、『
略
記
』
に
先
行
し
、

一
〇
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
を
持
つ
表
現
で
あ
る
�
。

な
お
同
じ
く
『
善
家
秘
記
』（
清
行
卿
記
）
に
依
拠
し
た
と
お
ぼ
し
い
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
第
七
話
で
は
、「
我
、
忽
ニ
死
テ
鬼
ト

成
テ
、
此
后
世
ニ
在
マ
サ
ム
時
ニ
、
本
意
ノ
如
ク
、
后
ニ
睦
ビ
ム
ト
」�
と
あ
る
。
先
の
巻
九
第
三
六
話
と
比
べ
「
鬼
ト
成
ル
」
と
表
現

し
て
い
る
こ
と
は
、「
鬼
道
」
観
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。

特
に
「
清
行
卿
記
」
に
お
け
る
「
鬼
道
」
は
救
済
を
前
提
と
せ
ず
、
苦
界
と
認
識
さ
れ
な
い
点
に
特
徴
が
あ
る
。
む
し
ろ
怨
み
や
苦
し

み
を
発
現
す
る
〈
怨
霊
〉＝

鬼
の
在
所
と
し
て
の
側
面
が
強
く
、
六
道
で
あ
る
餓
鬼
道
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
違
い
こ
そ

『
扶
桑
略
記
』「
大
鬼
道
」
に
重
な
る
、
い
わ
ば
六
道
の
派
生
と
し
て
の
〈
鬼
道
〉
観
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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五
、「
魔
道
」
前
史

そ
も
そ
も
日
本
で
は
、
い
わ
ゆ
る
天
・
人
・
修
羅
・
地
獄
・
畜
生
・
餓
鬼
の
六
道
の
ほ
か
に
、
派
生
と
も
い
う
べ
き
世
界
を
想
定
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

桑
名
郡
多
度
寺
鎮
三
綱
慎
牒
上
。
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
并
資
材
帳
。
以
去
天
平
宝
字
七
年
歳
次
癸
酉
十
二
月
庚
戌
朔
廿
日
丙
辰
、
神

社
是
東
有
井
。
於
道
場
満
願
善
事
居
住
、
敬
作
阿
弥
陀
丈
六
。
于
時
在
人
託
神
云
、
我
多
度
神
也
。
吾
経
久
劫
作
重
罪
業
、
受
神
道

報
。
今
冀
永
為
離
神
身
、
欲
帰
依
三
宝
。（「

伊
勢
国
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
并
資
材
帳
」
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
十
一
月
三
日
）�

六
年
三
月
乙
未
。
若
狭
国
比
古
神
。
以
和
朝
臣
宅
継
為
神
主
。
宅
継
辞
云
。
據
検
古
記
。
養
老
年
中
。
疫
癘
屡
発
。
病
死
者
衆
。

水
旱
失
時
。
年
穀
不
稔
。
宅
継
曾
祖
赤
麿
。
帰
心
仏
道
。
練
身
深
山
。
大
神
感
之
。
化
人
語
宣
、
我
稟
神
身
、
苦
悩
甚
深
、
思
帰
依

仏
法
、
以
免
神
道
。
無
果
斯
願
致
災
害
耳
。
汝
能
為
吾
修
行
者
。
赤
麿
即
建
道
場
造
仏
像
。
号
神
願
寺
。
為
大
神
修
行
。
…
…

（『
類
聚
国
史
』
一
八
〇
仏
道
部
諸
寺
、
天
長
六
年
（
八
二
九
）
三
月
十
六
日
）�

神
祇
・
神
道
の
研
究
に
お
い
て
は
周
知
の
事
例
で
あ
る
が
、
西
田
長
男
氏
は
、

仏
教
は
そ
の
発
生
の
母
国
た
る
イ
ン
ド
は
も
と
よ
り
、
中
国
そ
の
他
の
諸
国
に
お
い
て
見
ら
れ
た
先
蹤
の
ま
ま
に
、
民
俗
宗
教
な
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い
し
は
固
有
宗
教
と
し
て
の
神
道
を
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
の
六
道
と
同
義
で
あ
る
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
神
は
そ
の
重
き
罪
業
の
報
い
に
よ
り
、
神
道
と
い
う
迷
界
に
沈
淪
し
、
苦
悩
深
甚
の
神
身
を
受
け
た
有
類
・
実
類
・
衆
生

で
あ
る
。�

と
「
神
道
」
を
六
道
と
同
義
に
位
置
づ
け
、
中
井
真
孝
氏
も
、

私
は
神
道
の
「
道
」
は
仏
教
用
語
だ
と
思
う
。「
道
」
は
梵
語
ガ
テ
ィ
（gati

）
で
「
趣
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
…
…
神
を
迷
い
の
世

界
に
流
転
す
る
悪
道
（
悪
趣
）
の
一
つ
に
あ
て
て
理
解
し
│
し
か
し
「
天
」
デ
ー
ヴ
ァ
（deva

）
に
摂
せ
ず
、
新
し
く
�
神
な
る
ガ

テ
ィ
�
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。�

と
捉
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
仏
家
が
日
本
の
神
を
輪
廻
の
苦
に
悩
む
も
の
と
し
、
仏
法
に
帰
依
し
て
解
脱
を
得
た
い
と
い
ふ
希
望
を
有
つ
て
ゐ
る
も

の
」
と
い
う
「
神
道
」
観
に
つ
い
て
、
は
や
く
津
田
左
右
吉
は
、「
高
僧
伝
な
ど
に
も
記
し
て
あ
る
か
ら
、
日
本
の
仏
家
の
か
う
い
ふ
説

に
は
、
一
つ
は
、
そ
れ
か
ら
示
唆
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
ら
う
。」
と
、
中
国
仏
教
の
影
響
下
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
�
。
津
田

説
を
踏
ま
え
て
吉
田
一
彦
氏
は
『
続
高
僧
伝
』
の
例
を
示
し
、「
日
本
古
代
の
神
仏
習
合
に
見
ら
れ
る
神
身
離
脱
や
護
法
善
神
の
思
想
、

ま
た
神
宮
寺
建
立
や
神
前
読
経
の
際
の
説
明
・
用
語
は
、
中
国
仏
教
で
説
か
れ
て
い
た
習
合
思
想
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
も
の
」
と

結
論
づ
け
て
い
る
�
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
は
、
中
国
仏
教
の
用
語
、
さ
ら
に
い
え
ば
仏
教
用
語
と
し
て
の
「
六
道
」
と
「
神
道
」
と
の
差
違
に
つ
い
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て
、
充
分
な
検
討
が
な
い
。
北
条
勝
貴
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
〈
神
身
離
脱
〉
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

基
本
的
に
自
然
神
で
あ
る
列
島
の
神
は
、
四
季
の
移
り
変
わ
り
と
い
っ
た
内
的
サ
イ
ク
ル
で
は
死
／
再
生
を
繰
り
返
す
が
、
全
く

別
の
存
在
に
生
ま
れ
変
わ
る
輪
廻
転
生
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
中
国
側
の
言
説
で
は
神
廟
の
完
全
な
解
体
が
意
図
さ
れ
る

が
（
ゆ
え
に
〈
神
身
離
脱
〉
な
の
で
あ
る
）、
日
本
側
で
は
習
合
後
も
神
社
が
維
持
さ
れ
続
け
て
お
り
（
よ
っ
て
、
厳
密
に
は
寺
川

眞
知
夫
の
よ
う
に
「
神
身
離
脱
願
望
」
言
説
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
知
れ
な
い
）、
解
体
が
目
的
と
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
…
…
前
述
の

よ
う
に
、
列
島
側
の
〈
神
身
離
脱
〉
言
説
で
は
、
神
の
苦
悩
／
救
済
を
疫
病
や
災
害
の
発
生
／
終
息
に
仮
託
し
て
表
象
す
る
も
の
が

多
い
。
か
か
る
形
式
は
い
う
ま
で
も
な
く
〈
祟
り
神
〉
言
説
の
そ
れ
で
あ
り
、
卜
占
と
祟
り
を
通
じ
て
探
求
さ
れ
る
べ
き
新
た
な
祭

祀
者
・
祭
祀
の
方
法
が
、
僧
侶
と
仏
教
に
転
化
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。�

す
な
わ
ち
、
神
道
で
の
苦
し
み
が
「
祟
り
」
と
い
う
形
で
発
現
す
る
。「
神
」
は
読
経
や
神
宮
寺
造
営
を
通
じ
て
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る

が
、
神
道
か
ら
の
解
脱
は
記
述
さ
れ
な
い
。
ま
た
神
道
以
前
の
宿
業
、
罪
業
は
語
ら
れ
ず
、「
神
」
か
ら
の
転
生
を
語
る
こ
と
も
な
い
。

「
神
」
は
「
神
」
の
ま
ま
で
あ
る
た
め
に
、
読
経
も
祈
祷
の
一
種
と
し
か
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

六
道
と
は
言
え
な
い
、
い
わ
ば
派
生
形
と
し
て
の
「
神
道
」
観
は
、
救
済
を
前
提
と
せ
ず
現
世
に
干
渉
す
る
力
を
も
つ
「
鬼
道
」
や

〈
魔
道
〉
の
認
識
に
重
な
る
。「
神
」
の
苦
し
み
を
「
祟
り
」
と
理
解
す
る
観
念
は
「
鬼
道
」〈
魔
道
〉
に
お
ち
た
死
者
の
苦
し
み
を
「
祟

り
」
と
す
る
認
識
に
通
底
し
よ
う
。

な
お
、
近
年
の
神
祇
研
究
で
は
、
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
画
期
と
、
一
〇
・
一
一
世
紀
に
お
け
る
確
立
期
を
経
て
神
祇
体
系
が
整
備
さ

れ
る
、
と
さ
れ
る
�
。
ま
た
、「
人
は
死
後
神
に
な
る
」
と
い
う
発
想
が
一
〇
世
紀
に
お
け
る
北
野
天
神＝

菅
原
道
真
の
信
仰
と
と
も
に
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定
着
し
、
二
十
二
社
の
ひ
と
つ
と
し
て
国
家
に
よ
る
奉
幣
を
う
け
た
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
�
。
死
者
の
霊
を
「
神
」
と
す
る
認
識
は
、

死
者
の
霊
が
「
鬼
」
や
〈
魔
〉
と
な
る
、
と
い
う
認
識
に
拡
充
し
、
さ
ら
に
「
鬼
道
」
や
〈
魔
道
〉
が
意
識
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

お

わ

り

に

以
上
、
は
な
は
だ
遠
回
り
な
道
を
た
ど
り
な
が
ら
、
院
政
期
に
お
け
る
死
後
の
世
界
へ
の
観
念
を
め
ぐ
っ
て
憶
測
を
重
ね
て
き
た
。

本
稿
に
お
い
て
確
認
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
は
、
�
冒
頭
で
崇
徳
院
や
悪
源
太
の
例
を
あ
げ
た
よ
う
に
中
世
で
は
〈
魔
〉
と
〈
怨
霊
〉

と
が
同
一
視
さ
れ
、〈
魔
道
〉
と
い
う
死
後
世
界
が
意
識
さ
れ
た
こ
と
、
�
中
世
の
〈
魔
〉〈
魔
道
〉
認
識
は
本
来
の
「
魔
」
と
は
異
な
る

点
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
�
そ
の
認
識
が
院
政
期
に
お
け
る
歴
史
叙
述
と
と
も
に
成
立
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。

『
扶
桑
略
記
』
皇
極
四
年
記
事
に
み
え
る
「
大
鬼
道
」
の
語
は
、
院
政
期
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。「
大
鬼
道
」
に
墜
ち
た

蘇
我
蝦
夷
は
死
霊
で
あ
り
な
が
ら
現
世
に
干
渉
し
、
朝
倉
山
の
「
鬼
」
と
も
重
ね
ら
れ
る
。
こ
の
「
鬼
」
は
必
ず
し
も
救
済
を
求
め
る
わ

け
で
は
な
く
、「
鬼
道
」
は
仏
教
に
お
け
る
苦
界
と
し
て
の
六
道
と
は
ず
れ
を
生
じ
て
い
る
。
む
し
ろ
『
保
元
物
語
』『
平
家
物
語
』
な
ど

の
中
世
軍
記
の
世
界
で
意
識
さ
れ
る
〈
魔
道
〉
に
近
く
、〈
魔
〉
を
も
人
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
、「
対
話
可
能
な
」
存
在
と
見
な
す
中
世

的
思
考
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

※
成
稿
後
、
工
藤
浩
「
齋
明
紀
の
怪
異
記
事
に
つ
い
て
」『
青
木
周
平
先
生
追
悼

古
代
文
芸
論
叢
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
九
年
）
を
拝

読
し
た
。
本
章
三
節
「〈
怨
霊
〉
の
叙
述
」
の
内
容
が
重
複
し
て
い
る
。
工
藤
氏
は
『
日
本
書
紀
』
斉
明
朝
の
怪
異
記
事
は
「
齋
明
天
皇
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の
治
世
の
不
穏
な
空
気
を
伝
え
る
手
段
」
で
あ
っ
た
と
結
論
し
、
怨
霊
の
概
念
が
生
じ
た
こ
と
で
記
紀
段
階
と
は
異
な
る
解
釈
が
生
ま
れ

た
と
述
べ
る
。

注�

仏
教
説
話
に
お
け
る
「
天
狗
説
話
」
に
つ
い
て
は
、
森
正
人
「
天
狗
と
仏
法
」『
今
昔
物
語
集
の
生
成
』（
和
泉
書
院
、
一
九
八
六
年
）、
な
ど
を

参
照
。

�

小
峯
和
明
「『
明
月
記
』
の
怪
異
・
異
類
」『
明
月
記
研
究

記
録
と
文
学
』
二
（
一
九
九
七
年
一
一
月
）
ま
た
佐
伯
真
一
「
後
白
河
院
と
「
日
本

第
一
天
狗
」」『
明
月
記
研
究

記
録
と
文
学
』
四
（
一
九
九
九
年
一
一
月
）、
高
谷
千
佳
「
古
記
録
と
怪
異
」『
怪
異
学
入
門
』（
岩
田
書
院
、
二

〇
一
二
年
）。

�

伊
藤
聡
『
神
道
と
は
何
か

神
と
仏
の
日
本
史
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
三
年
）。

�

伊
藤
聡
「
臨
終
と
魔
」『
東
ア
ジ
ア
の
今
昔
物
語
集
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。

�

前
掲
注
�
、
佐
伯
論
文
。

�

佐
伯
真
一
「
憑
依
す
る
悪
霊
│
軍
記
物
語
の
天
狗
と
怨
霊
に
関
す
る
試
論
│
」『
青
山
語
文
』
三
一
（
二
〇
〇
一
年
三
月
）。

�

栃
木
孝
惟
ほ
か
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
４３

保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
承
久
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）。

�

信
太
周
、
犬
井
善
寿
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
４１

保
元
物
語
・
平
治
物
語
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
三
年
）。

�

黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
１２

扶
桑
略
記
・
帝
王
編
年
記
』（
新
装
版
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）

	
『
古
辞
書
叢
刊

簾
中
抄
』（
古
辞
書
叢
刊
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
）。




岡
見
正
雄
、
赤
松
俊
秀
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
８６

愚
管
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）。

�

大
隅
和
雄
『
愚
管
抄
を
読
む

中
世
日
本
の
歴
史
観
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年
。
平
凡
社
版
一
九
八
六
年
）

�

金
子
大
麓
、
松
本
治
久
ほ
か
校
注
『
水
鏡
全
注
釈
』（
新
典
社
、
一
九
九
八
年
）。



黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系

日
本
書
紀
』（
新
装
版
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

�

柳
町
時
敏
「
斉
明
天
皇
に
祟
る
「
鬼
」・『
書
紀
』
の
方
法
に
つ
い
て
の
覚
書
│
『
扶
桑
略
記
』
研
究
余
滴
│
」『
文
芸
研
究
』
七
七
（
明
治
大
学

文
学
部
紀
要
、
一
九
九
八
年
）。
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�

大
和
岩
雄
『
鬼
と
天
皇
』（
白
水
社
、
一
九
九
二
年
）。

�

山
田
純
「「
皇
極
紀
」「
斉
明
紀
」
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
方
法
│
災
異
瑞
祥
記
事
を
中
心
と
し
て
」『
明
治
大
学
大
学
院
文
学
研
究
論
集
』
一
八

（
二
〇
〇
三
年
二
月
）。

�

関
口
裕
子
「
古
代
人
民
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
諸
段
階
」『
歴
史
学
研
究
別
冊
特
集

歴
史
認
識
に
お
け
る
人
民
党
闘
争
の
視
点
│1972

年
度

歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
』（
一
九
七
二
年
十
一
月
）
は
、
史
書
に
見
え
る
神
火
を
怨
霊
の
仕
業
と
理
解
し
、
民
衆
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
露
と
解

釈
す
る
。

�

大
江
篤
『
日
本
古
代
の
神
と
霊
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）。

�

黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
１０

日
本
紀
略
』（
新
装
版
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

�

黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
２

続
日
本
紀
』（
新
装
版
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

�

中
西
康
裕
「
藤
原
広
嗣
の
乱
」『
続
日
本
紀
と
奈
良
朝
の
政
変
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収
。

�
「
訓
注
扶
桑
略
記
（
７
）」『
文
芸
研
究
』
七
五
（
明
治
大
学
文
学
部
紀
要
、
一
九
九
六
年
）。

�

前
掲
、『
水
鏡
全
評
釈
』。

	
「
仏
説
仏
名
経
」『
大
正
新
修
大
蔵
経
一
四

経
集
部
一
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
二
五
年
。
一
九
七
一
年
再
刊
）。



「
正
法
念
処
経
」『
大
正
新
修
大
蔵
経
一
七

経
集
部
四
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
二
五
年
。
一
九
六
八
年
再
刊
）。

�
「
法
苑
珠
林
」『
大
正
新
修
大
蔵
経
五
三

事
彙
部
上
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
二
八
年
、
一
九
六
二
年
再
刊
）。

�

山
田
孝
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
２３

今
昔
物
語
集
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）。



説
話
研
究
会
『
冥
報
記
の
研
究
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
九
年
）。

�

浅
見
和
彦
・
伊
藤
玉
美
編
『
新
注
古
事
談
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）。

�

西
尾
光
一
、
小
林
保
治
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

古
今
著
聞
集
』
上
下
（
新
潮
社
、
一
九
八
三
〜
八
六
年
）。

�

水
沢
利
忠
『
新
釈
漢
文
大
系

史
記
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
〇
年
）。

�

吉
川
忠
夫
訓
注
『
後
漢
書

第
八
冊
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。

�
『
三
国
志

魏
志
倭
人
伝
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）。

�
『
日
本
古
典
文
学
大
系

菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）。

�

説
話
研
究
会
『
対
校

真
言
伝
』（
勉
誠
社
、
一
九
八
八
年
）。
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�

拙
稿
「
説
話
集
と
怪
異
」『
怪
異
学
入
門
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

�
『
日
本
古
典
文
学
大
系
２５

今
昔
物
語
集
四
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）。

�

竹
内
理
三
編
『
平
安
遺
文
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
四
年
）。

�

黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系

類
聚
国
史
』（
新
装
版
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）。

�

西
田
長
男
『
日
本
神
道
史
研
究

第
一
巻
総
論
編
』（
講
談
社
、
一
九
七
八
年
。
初
出
一
九
七
三
年
）。

�

中
井
真
孝
「
神
仏
習
合
思
想
の
形
成
と
発
展
」『
日
本
学
』
一
（
一
九
八
三
年
五
月
）。

�

津
田
左
右
吉
『
津
田
左
右
吉
全
集
第
九
巻

日
本
の
神
道
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）。

�

吉
田
一
彦
「
多
度
神
宮
寺
と
神
仏
習
合
」
梅
村
喬
編
『
古
代
王
権
と
交
流
４

伊
勢
湾
と
古
代
の
東
海
』（
名
著
出
版
、
一
九
九
六
年
）。

�

北
条
勝
貴
「
古
代
日
本
の
神
仏
信
仰
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
四
八
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）。

	

上
島
享
『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）。




笠
井
昌
昭
「
天
神
信
仰
の
本
質
と
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」」『
古
代
日
本
の
精
神
風
土
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
九
年
）
な
ど
。
ま
た
同
様
の

問
題
意
識
に
つ
い
て
山
本
五
月
『
天
神
の
物
語
・
和
歌
・
絵
画：

中
世
の
道
真
像
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
山
田
雄
司
「
怨
霊
か
ら
神

へ
」『
日
本
歴
史
』
七
四
六
（
二
〇
一
〇
年
七
月
）
が
あ
る
。
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